
◆２０２１年度税制改正で注目される制度

中小企業向けの２０２１年度改正で注目されているのが、経営資源集約化

税制です。その目玉は、Ｍ＆Ａ実施後のリスクに備えた準備金制度です。

また、これまで制度毎に認定が必要だった経営力向上計画についても、１度

の計画認定によって、中小企業経営強化税制と所得拡大促進税制の上乗せ

措置の適用が可能となります。

◆中小企業経営強化税制にＤ類型を新設

中小企業経営資源集約化税制は、認定を受けた経営力向上計画に基づく

Ｍ＆Ａを行った場合に、下記（１）から（３）の税制措置が適用可能になります。

（１） Ｍ＆Ａ実施後の積極投資や雇用確保を促す観点から、準備金制度の

適用が認められること

（２） 中小企業経営強化税制（即時償却等）の適用

（３） 所得拡大促進税制の“上乗せ措置‘の適用を容易化

また、この制度により、①中小企業経営強化税制の新たな類型（Ｄ類型）の適用が可能となること、②計画認定は

１度で完了することが、大きなポイントでもあります。

①は、Ｍ＆Ａの効果を高める設備として、新たに追加される「経営資源集約化設備（Ｄ類型）」の適用を可能とするもの

です。修正ＲＯＡ又は、有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向上計画を実施するために必要不可欠な

設備とされており、「自社と取得した技術を組み合わせた新製品を製造する設備投資」や「原材料の仕入れ・製品販売

に係る共通システムの導入」等の例が想定されています。

②は、中小企業経営資源集約化税制における上記（１）～（３）の３つの税制措置が、いずれも経営力向上計画の

認定が前提となっていることを踏まえたもので、それぞれ個別に計画認定を受ける必要がなくなり、１度の認定で

全ての税制措置の適用が可能になるということです。

一方で、各税制措置の他の適用要件は、通常通り満たすことが必要となるので注意が必要です。例えば、所得拡大

促進税制については、「経営力向上要件」により“上乗せ措置”を適用するケースが対象となり、「雇用者給与等支給額

の対前年比の増加割合が２．５％以上」という要件だけは満たすことが必要となります。ただし、今回の措置により

改めて計画認定を受ける必要はなくなりました。
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令和２年分の所得税 確定申告のポイント

所得・消費・贈与税 確定申告はお早目に！
２０２０年度の個人所得税・消費税・贈与税の確定申告がはじまります。確定申告を

される方は、お早めに資料のご準備が必要です。

昨年度に当事務所にて申告させていただいた方には、個別に各担当者から

ご連絡させていただきますが、新規にご希望の方がおみえになりましたら、

お早めにお知らせください。

なお、住宅ローン控除や医療費控除など税額還付が可能な申告について、

過年度についても５年分は手続き可能なので、あきらめずにご確認ください。

① 事業所得や不動産所得がある方

② 給与の収入金額が２，０００万円を超える方

③ 給与所得者で他の所得（給与、退職金を除く）が２０万円を超える方

④ 給与を２か所以上から受けている方

⑤ 土地や建物を売却された方

⑥ 生命保険契約、損害保険契約等に基づく一時金や満期返戻金があった方

⑦ 有価証券の売却により利益がある方（特定口座を開設しており、源泉徴収をされている方は不要です）

⑧ 有価証券の売却により損失のある方（確定申告することにより損失を翌年以降の利益と相殺できます） など

確定申告が必要な方

２月1６日（火）

スタート！

◆青色申告特別控除の改正

今回から、青色申告特別控除額が改正され、６５万円の控除額が、５５万円へ引き下げられました。

ただし、次のいずれかの要件を満たす場合には、６５万円が適用できます。

・ 仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録の備付け及び保存

・ 確定申告書等を提出期限までにe-Taxを使用して提出（電子申告）

◆給与所得控除の改正

一律に１０万円引き下げた上で、上限が１９５万円

に下がりました。

また、給与所得から控除できる特定支出控除に

係る“特定支出”の範囲について、以下のとおり

見直されています。

・職務の遂行に直接必要な旅費等で通常必要と認められるもの

・単身赴任者の帰宅のために通常要する自動車の燃料費及び有料道路料金

・単身赴任者の帰宅旅費についての回数制限（１ヶ月に４往復超は対象外） 撤廃

◆公的年金等控除の改正

公的年金等以外の合計所得金額に応じて、

一律の引き下げと上限額が設けられました。

◆所得金額調整控除の新設

次のいずれかに該当する場合は、各々計算した所得金額調整控除額を給与所得から控除します。

①②両方該当するときは、①→②の順で適用することになります。

① ２３歳未満の扶養親族がいる等の要件に該当する年収８５０万円超のサラリーマン（上限１５万円）

② 給与と公的年金等の双方を受給し、かつ、各々の所得金額合計が１０万円を超える場合（上限１０万円）

追加
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経営承継円滑化法の改正案により、中小企業が事業の承継や売却をする際における

法的な支援措置が強化されます。連絡がとれないなど株主の所在が不明の場合に、

企業側が強制的に株式を買い取れるまでの期間が、現行の５年から、１年に大幅に

短縮されます。経営者の高齢化が進む中で、技術などが途絶えないようにする狙いが

あります。

民間調査会社が企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）仲介業者や金融機関約２４０社を対象に

調べたところでは、中小企業の約３割で、株主の所在不明によってＭ＆Ａの交渉に「苦労した」と回答されたそうです。また、

交渉そのものを断念したケースも１割弱あったといいます。

非上場の中小企業では、相続などを通じて株式がさまざまな関係者に散逸しているケースがあります。現行制度では、

５年以上にわたって株主総会の招集通知など会社からの書面を受け取らず、株式配当も受けない株主がいる場合、

会社側がこの株主が持つ株を強制的に買い取ることを認めています。今回の法改正では、資本金などで要件を定めた

中小企業を対象に、買い取れるまでの期間を１年に短縮します。

高齢の経営者が事業の承継や売却を検討してから、株主の返答を５年も待たねばならないとすると、培ってきた精密な

生産技術やノウハウの価値が低下するおそれがあるためです。強制措置のため、買い取る際には会社側に公告で幅広く

周知させることが義務付けられています。

政府の推計では、２０２５年までに経営者が７０歳を超え、後継者が未定の中小企業は１２７万社あり、このうち半数近い

約６０万社が、黒字でも後継者がいないために、廃業すると見込まれています。

◆基礎控除額の改正

一律１０万円を引き上げた上で、合計所得金額に応じた控除額

の制限が設けられることになりました。

◆扶養親族等の合計所得金額要件の改正

上記の基礎控除の改正に伴って、扶養親族等の

合計所得金額等の要件が、一律１０万円引き上げられる

ことになりました。

◆ひとり親控除・寡婦（寡夫）控除の改正

以下の要件に該当する人は、“ひとり親”として、３５万円の所得控除が適用できることになりました。また、これに伴い

寡婦（寡夫）控除は、ひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除として一部要件が見直された上で改組され、「特別の

寡婦」は廃止されました。

現に未婚又は配偶者が生死不明など一定の人のうち、次の要件すべてを満たしている人

①生計を一にする子を有する

②本人の合計所得金額５００万円以下

③事実婚と認められる相手がいない

◆ 「雑所得」における申告書への記載内容変更

申告書の記載内容が一部変更されていますが、昨今の副業ブームを

反映し、雑所得の記載内容が変更されています。

具体的には、雑所得の記載欄の中において、“業務”の記載欄が追加

されています。

ここでの“業務”とは、事業所得に該当しない、原稿料・講演料・ネット

オークションなどを利用した個人取引・食料品の配達などの副収入による

所得を指します。

雑所得については、これまでは公的年金等とそれ以外の２区分でしたが、

３区分に分けて計算することになります。

円滑な事業承継のため、株主不明時の株買い取りが、１年で可能に！



Ｉｎｓｉｇｈｔ Review

－４－

消費税の総額表示 ４月１日から完全義務化
消費者に対する価格表示に関して、消費者が分かりやすいよう、消費税（地方消費税分も

含む。以下同じ）を含めた価格での表示（以下、総額表示）が法律上義務付けられています。

ただし、これまでは特例により、総額表示が猶予されていました。

この特例が令和３年３月３１日で失効し、翌日の４月１日から総額表示の完全義務化が

スタートしますので注意が必要です。

◆総額表示しなければならない場合

総額表示は、すべての価格について義務化されているわけではありません。総額表示の対象となるものは、次のとおり

です。

【総額表示の対象となるもの】

事業者が不特定かつ多数の者に対して、あらかじめ販売する商品等の価格を表示する場合

例えば、会員制のディスカウントストアやスポーツ施設など、会員のみを対象とした商品の販売やサービスの提供を

行っている場合であっても、その会員の募集が広く一般を対象に行われている場合には、総額表示が必要となります。

また、総額表示場所（媒体）はすべてが対象になります。店頭であっても、インターネット上であっても、総額表示が必要

であれば、必ず総額表示が求められますので気を付けてください。

◆総額表示が求められない場合

では、逆に総額表示が求められない場合とはどういう場合なのでしょうか。これについて主なものは、次のとおりです。

・ 取引に際して相手方に交付する請求書、領収書等

・専ら他の事業者に対する客観的に見て事業の用にしか供されないような商品の販売又はサービスの提供

・ そもそも価格を表示していない場合

・希望小売価格

・値引き販売の際に行われる「○割引き」「○円引き」

◆価格表示の例

総額表示に該当する価格表示の例 該当しない価格表示の例

税込価格がが明瞭に
表示されていれば、
消費税額や税抜価格を
併せて表示することも
可能

国税庁が路線価を減額補正へ
◆ コロナ禍による景気変動による減額補正

国税庁は、相続税や贈与税の算定基準となる２０２０年１月

時点の路線価について、大阪市内の３地点を▲４％減額補正

することを発表しました。新型コロナウイルスの影響で、地価が

路線価を下回り、修正が必要と判断したようです。

今後もさらに下落が続けば、今春にも名古屋市の一部も対象となる可能性があります。

対象となる大阪市内の３地点は、大阪市中央区の繁華街・ミナミにある心斎橋筋２丁目、宗右衛門町、道頓堀１丁目



です。国税庁は「インバウンド（訪日外国人）が多かった地域でコロナ禍による反動が

大きく出た」と分析しています。

路線価は地価の８０％程度に設定されていますが、国税庁の調査によると、

この３地点は、２０２０年１～９月に地価が▲２３％下落し、路線価を下回ったようです。

また、同時期において、名古屋市中区錦３丁目や大阪市の複数地域で地価が、▲１５％

以上下落しており、今後、減額対象に追加される可能性もあります。なお、東京都や

首都圏は、▲１５％以上下落した地点はありませんでした。

◆豪雨による被災状況を反映した減額補正

国税庁は、九州を中心に大きな被害をもたらした２０２０年７月の豪雨を受けて、路線価に被災状況を反映させる

「調整率」を公表しました。対象地域は、岐阜、島根、福岡、熊本、大分、鹿児島の６県の計約１万１千平方キロで、

地域ごとに設定されています。熊本県球磨村などが最も変動が大きくなっており、▲３０％減となります。

調整率は、建物やインフラなどの被害を踏まえ、地価の下落分を考慮した割合となっています。こうした措置がされる

のは、阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震、西日本豪雨、２０１９年の台風１９号に続き６例目となります。

具体的な計算は、昨年の路線価に調整率を掛けて計算します。主な被災地の宅地の調整率は、熊本県球磨村全域

と同県人吉市の一部、大分県日田市の一部が「０.７」。岐阜県下呂市の一部と鹿児島県鹿屋市の一部が「０.７５」と

なっています。

－５－

Ｉｎｓｉｇｈｔ Review

３月度の税務スケジュール

内 容 期 限

１月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納 期 限 ２月１０日(水)

前年１２月決算法人の確定申告〈法人税・消費税.・法人事業税等・法人住民税〉

３・６・９・１２月決算法人の３月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉

６月決算法人の中間申告（半期分）〈法人税・消費税・法人事業税・法人住民税〉

法人の１月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉

消費税年税額が４００万円超の３・６・９月決算法人の３月ごとの中間申告〈消費税等〉

消費税年税額が４,８００万円超の１１・１２月決算法人除く法人の１月ごとの中間申告

固定資産税(都市計画税)の納付(第４期分)

内 容 期 限

２月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納 期 限 ３月１０日(水)

前年分所得税の確定申告、所得税確定損失申告書の提出、前年分贈与税の申告

前年分所得税の総収入金額報告書の提出、確定申告税額の延納の届出書の提出

国外財産調書の提出、個人都道府県民税・市町村民税・事業税（事業所税）の申告

１月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・法人事業税等・法人住民税〉

個人事業主の前年分の消費税・地方消費税の確定申告

１・４・７・１０月決算法人及び個人事業者の３月ごとの期間短縮に係る確定申告

〈消費税・地方消費税〉

７月決算法人の中間申告（半期分）〈法人税・消費税・法人事業税等・法人住民税〉

法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉

消費税年税額が４００万円超の４・７・１０月決算法人の３月ごとの中間申告

消費税年税額が４,８００万円超の１２・１月決算法人を除く法人の１月ごとの中間申告

〈消費税・地方消費税〉(１１月決算法人は２ヶ月分)

申告期限

納 期 限

３月１日（月）

申告期限

納 期 限

申告期限

納 期 限

３月１５日（月）

３月３１日（水）

２月度の税務スケジュール



本誌の内容に関するご質問やその他ご相談は、下記までお気軽にお問い合わせください。

税理士・行政書士
不動産鑑定士
社会保険労務士

浅岡 和彦
佐々木 勝己
松永 裕美

－６－

Ｉｎｓｉｇｈｔ Review

今月の名言録

【名古屋オフィス】 〒４６０－００２２

愛知県名古屋市中区金山一丁目４番４号第９タツミビル東棟９階

TEL：０５２－３３１－０１３５ ・ ０１４５ FAX：０５２－３３１－０１６７
https://asaoka-kaikei.com/

【四日市オフィス】 〒５１０－０１０５

三重県四日市市楠町南川８－１

TEL：０５９－３９７－８６５０ FAX：０５９－３９７－８６５１

事務所のご案内

一意専心の精神

現在、皆様のまわりで下記のような事項で何かとお困りの方がおみえでしたら、

お気軽にご相談ください。

随時、無料相談会を開催しております。なお、完全予約制となっていますので、

必ずご連絡頂きます様よろしくお願い致します。

・新規にご開業される方、された方（開業支援、税務相談、社会保険相談など）

・現在の顧問先に不満をお持ちの方（税務相談、経営相談、経営診断、事業計画など）

・相続でお困りの方（今後、発生することが予測されるが具体的にどうしたらよいのかわからない方など）

・不動産の有効活用でお悩みの方 など

何でも気軽にご相談ください！

無料相談会実施中！

日本の企業は、自社の得意分野を持ちながらも、それらと掛け離れた分野にまで

手を広げて巨大化してきました。

しかし、日本電産はモータを中心とする「回るもの、動くもの」にこだわり、

専門分野をさらに深く掘り進めることによって新たな鉱脈を探り出し、

業容を拡大していきたいと考えています。

日本一から世界一を目指し、これをゆるぎないものにするためには、一意専心の精神が大切だと思っています。

米国にはインテル社、マイクロソフト社など、一つの分野に特化して巨大企業に成長している例がありますが、

わが社もこの方向を目指したいと思っています。 （「情熱・熱意・執念の経営」 永守重信著 PHP研究所）

次号のＩｎｓｉｇｈｔ Ｒｅｖｉｅｗ（Ｖｏｌ．１７５）は、業務上の都合により１ヶ月のお休みをいただき、２０２１年４月１日の発行を予定

しています。ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

ＡＳＡＫからのお知らせ 来月号はお休みです！


